
 

公益社団法人 ア・ドリーム ア・デイ IN TOKYO 

個人情報保護規程 

 

第１章 総 則 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、公益社団法人ア・ドリーム ア・デイ IN TOKYO（以下「当法人」と

いう。）の保有する個人情報の取り扱いに関して定めたものであり、個人情報の適正な保護

を目的とする。 

２ 個人情報の保護に関して、この規程に定めのない事項は「個人情報の保護に関する法律」

に準拠していなければならない。 

 

（定 義） 

第２条 この規程で用いる用語の定義は、次のとおりとする。 

 （１） 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等（映像、音声も含む）により特定の個人を識別することができるも

の（他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを

含む。）をいう。 

 （２） 「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯

罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じない

ようにその取扱いに特に配慮を要するものとして法（法が委任する令及び規則を含む。）で

定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

（３） 「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

 （４） 「個人データ」とは、個人情報のうち、特定の個人情報を容易に検索することがで

きるように体系的にまとめたものをいう。 

 （５） 「保有個人データ」とは、個人データのうち、開示、内容の訂正、追加または削除、

利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことができる権限を当法人が有する

ものをいう。 

 

第２章 管理の体制 

 

（組 織） 

第３条 当法人は、代表理事が個人情報取扱責任者を指名し、個人情報取扱責任者はこの規

程に定められた事項を理解し遵守するとともに、職員等に本規程を遵守させる責任を負う

ものとする。 



２ 当法人の理事および職員（以下「職員等」という。）及び職員等であった者は、業務上

知り得た個人情報の内容を第三者に漏えいし、又は不当な目的のために利用してはならな

い。 

 

第３章 個人情報の取得 

 

（利用目的の特定） 

第４条 当法人は、個人情報を取得するときは、個人情報を取り扱う事業（以下「事業」と

いう。）の目的を明確にし、当該事業の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正

な手段により取得するものとする。 

 

（適正な取得） 

第５条 当法人は、要配慮個人情報を含む個人情報を取得するときは、本人から直接取得す

るものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。 

（１） 本人の同意がある場合  

（２） 法令等に定めがある場合 

（３） 個人の生命、健康、生活又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認め

られる場合  

（４） その他、個人情報を本人以外から収集することについて特に必要があり、かつ、本

人の権利、利益を不当に害するおそれがないと認められる場合  

 

第４章 個人情報の管理 

 

（適正管理） 

第６条 当法人は、事業の目的を達成するため、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう

にするものとする。 

 ２ 当法人は、個人情報の漏えい、滅失及びき損、破壊、改ざんの防止その他個人情報の

適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。要配慮個人情報の漏えいがあっ

た場合は、速やかに本人に通知するとともに、関係省庁に通知するものとする。 

 ３ 当法人は、事業を適正に執行する上で保有する必要がなくなった個人情報については、

速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 

 

第５章 個人情報の利用 

 

（適正利用）  

第７条 当法人は、個人情報を事業の目的の達成のために適性に利用するものとする。  



 

（目的外利用の制限） 

第８条 当法人は、個人情報を事業の目的を超えて利用（以下「目的外利用」という。）して

はならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。  

（１） 本人の同意がある場合  

（２） 法令等に定めがある場合  

（３） 出版、報道等により公にされている場合  

（４） 公益又は福祉の向上のために特に必要と認められる場合  

（５） 個人の生命、健康、生活又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認め

られる場合  

 

（第三者提供の制限）  

第９条 当法人は、事業の目的の範囲を超えて個人情報の当法人以外の者への提供（以下「外

部提供」という。）をしてはならない。ただし、前条各号のいずれかに該当する場合は、こ

の限りでない。 

２ 当法人は、個人データを第三者に提供したときは、第三者提供に係る記録を残さなけれ

ばならない。ただし、個人データの提供が前条各号のいずれかに該当する場合は、この限り

でない。 

 

第６章 保有個人データの公表、開示 

  

（保有個人データに関する事項の公表） 

第 10 条 当法人は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知りうる状態

に置くものとする。  

（１） 当法人の名称  

（２） 全ての保有個人データの利用目的（法律の定める例外事項に該当する場合を除く。）  

（３） 保有個人データの取扱いに関する苦情の窓口 

２ 当法人は、本人から、その本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求めら

れたときは、本人に対し遅滞なくこれを通知するものとする。ただし、前項の定めによりそ

の本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合、およびその他法律の定め

る例外事項に該当する場合はこの限りではない。 

 

（保有個人データの開示） 

第 11 条 当法人は、本人から、その本人が識別される保有個人データの開示（その本人が識

別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。）に

関わる請求を受けたときは、本人に対し、書面の交付による方法により、あるいは本人の同



意があるときは書面以外の方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示するものとす

る。ただし、開示することによって 次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又

は一部を開示しないものとする。  

（１） 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合  

（２） 当法人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合  

（３） 他の法令に違反することとなる場合  

 

（訂正等）  

第 12 条 当法人は、本人から、その本人が識別される保有個人データの内容が事実でない

という理由によって当該保有個人データの訂正、追加、削除又は利用停止（以下この条にお

いて「訂正等」という。）の申出があったときは、その内容の訂正等に関して他の法令の規

定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内におい

て、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を

行うものとする。  

２ 当法人は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部

について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、

遅滞なく、その旨（訂正等を行ったときは、その内容を含む。）を通知するものとする。  

 

（苦情対応）  

第 13 条 当法人は、保有個人データの取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努める

ものとする。  

 

（改 廃） 

第 14 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

 

附則  

この規程は、令和 4 年 7 月 16 日から施行する。（令和 4 年 7 月 16 日理事会決議） 


